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８．これまでの徳島地区における渋滞対策について

津田IC(仮称)

○徳島地区渋滞対策協議会では、平成24 年度に県内の78 箇所を主要渋滞箇所に特定し、以降、渋滞要因の分析、具体的対策のとりまと
め、具体的対策の効果検証、主要渋滞箇所の見直し、等の取り組みを実施してきた。

○事業実施に期間を要するハード対策、効果の発現が限定的で緩やかなソフト対策、といった特徴を踏まえ、徳島地区の交通円滑化を実
現するためには、これまでのハード対策、ソフト対策の継続的な取り組みに加え、新たな視点による渋滞解消により、戦略的な渋滞対
策の展開を図ることが有効な方策であると考えられる。

補助国道

主要地方道

一般県道

直轄国道

高速道路

補助国道

主要地方道

一般県道

直轄国道

高速道路

店舗型
パーク＆ライド

■現在実施中のソフト対策（抜粋）

■現在実施中のハード対策（抜粋）

高架下
パーク＆バスライド

四国横断自動車道
（鳴門JCT～徳島IC）

H27.3開通

徳島東環状線
阿波しらさぎ大橋

H24.4開通

四国横断自動車道
（鳴門JCT～徳島IC）

H27.3開通

●四国横断自動車道
阿南～徳島東

●阿南安芸自動車道
一般国道55号桑野道路
一般国道55号福井道路

●一般国道１９２号
川島交差点改良

●一般国道５５号
阿南道路

●四国横断自動車道
徳島東～徳島JCT

●四国横断自動車道 高松自動車道
(鳴門IC～高松市境)4車線化

●一般国道192号
徳島南環状道路

●徳島東環状線

●徳島西環状線

徳島東環状線
阿波しらさぎ大橋

H24.4開通

ソフト対策：効果の発現が限定的で緩やか

ハード対策：事業実施に期間を要する

●【手段の変更】
・高架下利用型パーク＆バスライド
・自転車利用促進チラシ作成
・店舗利用型パーク＆ライド
・公共交通利用促進
・自転車ネットワークの整備
・ＰＴＰＳ
・自転車マップ
●【時間の変更/その他】
・渋滞発生時間帯回避マップ
・所用時間予測
・ 渋滞予測及び渋滞情報の提供

出典：国土地理院・基盤地図情報を基に作成
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８．ピンポイント渋滞対策の説明

○徳島地区では、ハード対策、ソフト対策の両面から、様々な渋滞対策に取り組んでいる。
○そのうち、個別交差点に対するハード対策を事業規模の視点から①立体化、②道路拡幅、③既存道路空間の活用、の３つに分類した。
○ 『ピンポイント渋滞対策』にあたる、既存道路空間の活用による車線構成の見直し等について検討を行うものとした。

●高松自動車道4車線化

●四国横断自動車道

（徳島東～徳島JCT）

（阿南～徳島東）

●徳島南環状道路

●徳島東環状線

●徳島西環状線

●一般国道55号 阿南道路

●一般国道55号 桑野道路

●一般国道55号 福井道路

●川島交差点改良

ハード対策

●高架下利用型パーク＆バスライド

●店舗利用型パーク＆ライド

●PTPS（公共車両優先システム）

●公共交通利用促進

●自転車利用促進

（マップ、チラシ等の作成・配布）

（自転車ネットワーク整備）

●情報提供

（高速道路の渋滞情報提供）

（渋滞時間帯回避マップ）

（所要時間予測）

ソフト対策

※違法駐車対策、路上工事対策、踏切道に係る事業は、
渋滞対策協議会以外で取り組みが実施されている

①交差点の立体化

・立体化により、交通処理能力が大幅に向上する

・用地買収、道路構造物の構築など、事業規模は非常に大きい

⇒渋滞解消効果はとても大きいが、事業コストも同様に大きくなる

交差点に係る事業（交差点への渋滞対策）の主な分類（案）

③既存道路空間の活用（車線構成の見直し等）

・右折レーンの延伸等により、交通処理能力が若干向上する。

・比較的小規模な改築工事であり、事業規模は小さい

⇒渋滞解消効果は小さいが、事業コストも小さい

②道路拡幅（車線増）

・拡幅による新規車線の整備等により、交通処理能力が向上する

・用地買収、改築工事など、事業規模は比較的大きい

⇒渋滞解消効果は大きいが、事業コストも大きくなる

一般192号川島交差点改良

国道に右折専用車線が
なく、右折待ち車両の
滞留により渋滞が発生
していることから、右
折車線を設置するとと
もに、歩道未整備箇所
の整備を行う。

・少ない投資で大きな効果を求めるため、比較的小さい
規模での対策工が実施できる箇所に対する『ピンポイン
ト渋滞対策』を実施することで、渋滞の緩和を図るものと
する。

至三好市

至徳島市

歩道設置
（イメージ）

右折レーン設置
（イメージ）

出典：国土交通省道路局HP
「円滑な都市・地域活動のための渋滞対策」より



●対象となる主要渋滞箇所の道路管理者、徳島県警察で構成

●主要渋滞箇所毎の特定の課題等を検討するため、渋滞要因や渋滞対策に
ついて、重点的に議論。

８．検討部会の設立について

■規約（案）

●道路管理者、徳島県警察及び学識者で構成

●徳島地区における慢性的な交通渋滞を解消し、円滑な交通流を確保するた

め、渋滞対策を推進。

・渋滞箇所とその原因の把握

・渋滞対策に関する意見調整

・渋滞対策に関する計画の策定、公表及びフォローアップ

・その他

【委員】

・道路管理者（四国地方整備局、四国運輸局、徳島県、関係市町村）

・徳島県警察本部

・学識者

・民間事業者（西日本高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株））

徳島地区渋滞対策協議会

・主要渋滞箇所の詳細な検討は、部会で議論を実施

・協議結果を報告

※検討交差点毎に必要な関係者を招集

徳島地区渋滞対策協議会部会
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■対策工の実施イメージ

■現況の道路形状と渋滞状況

工業団地南

対策後の右折車線長 L=90m

至 鳴門市

最大滞留長 L=90m

８．予定箇所の説明（1/2）「工業団地南交差点」

L=60m

右折車線延伸

右折レーンから
あふれた車列が
直進車両を阻害

中央分離帯及びゼブラを
右折レーンに転用
することで延伸

○渋滞要因は、南側流入の右折レーンを超える渋滞による直進車の阻害があげられる。

○右折レーンを、現況の３０ｍから９０ｍに延伸することで、渋滞の緩和効果が期待される。

徳島自動車道

高松自動車道
11

28

55

192

438

工業団地南

吉 野 川
紀

伊

水

道

対策前右折車線長
L=30m

国道11号
至 徳島市

国道11号

工業団地南

至 徳島市至 鳴門市

最大滞留長90mに対し
右折レーンが30mと

60m不足

中央分離帯及びゼブラを右折
レーンに転用することで、
右折車線を90mに延伸

出典：国土地理院

出典：国土地理院・基盤地図情報を基に作成
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■対策工の実施イメージ

（※現況の右折滞留長（右折レーン長）や中央分離帯の延長などは、現地での簡易な計測によるものであるため、今後、測量等に基づく地形条件の確認を行う必要がある）

■現況の道路形状と渋滞状況

吉野橋東詰

対策後の右折車線長
L=80m

対策前右折車線長
L=50m

吉野橋東詰

至 石井町

至 石井町

至 徳島駅

至 徳島駅

最大滞留長 L=80m

主要地方道 徳島鴨島線

主要地方道 徳島鴨島線

８．予定箇所の説明（2/2）「吉野橋東詰交差点」

最大滞留長80mに対し
右折レーンが50mと

30m不足

中央分離帯を右折レーン
に転用することで、

右折車線を80mに延伸

L=30m

右折車線延伸

右折レーンから
あふれた車列が
直進車両を阻害

中央分離帯の一部を
右折レーンに転用
することで延伸

○渋滞要因は、西側流入の右折レーンを超える渋滞による直進車の阻害が考えられる。

○右折レーンを、現況の５０ｍから８０ｍに延伸することで、渋滞の緩和効果が期待される。

徳島自動車道

高松自動車道
11

28

55

192

438

吉野橋東詰

吉 野 川

紀

伊

水

道

出典：国土地理院・基盤地図情報を基に作成
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８．ピンポイント渋滞対策のスケジュール

○工業団地南交差点について、調査・検討、関係機関協議、設計は実施済み。6月末より工事着手しており、9月末までに供用予定。

○吉野橋東詰め交差点について、今年度7月より調査・検討、関係機関協議を開始。平成30年度1月末までの供用を目指す。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

調査・検討

関係機関協議

設計・工事

平成28年度 平成29年度 平成30年度
備考

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

調査・検討

関係機関協議

設計・工事

平成28年度 平成29年度 平成30年度
備考

１．工業団地南交差点（国道11号：国の事業）

２．吉野橋東詰め交差点（主要地方道 徳島鴨島線：徳島県の事業）

実施済み

設計実施済み

実施済み

設計・工事については、「調査・検討」、
「関係機関協議」を踏まえ対応。


